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　当該跡地施設、設備などに破損、損害を与えたときは、主催者が損害賠償などの責めを

負います。

　議長公舎跡地（以下「当該跡地」という。）を臨時駐車場（無料）として使用するにあた

り、下記事項に留意の上、公益財団法人 福井県国際交流協会（以下「協会」という。）に迷

惑をかけないことを誓約いたします。

　次のものを借り受ける場合は、事前に協会職員に申し出ます。

 　（ア）誘導棒（イ）カラーコーン

　その他、協会職員の指示に従います。

　当該跡地の使用前、使用後に協会職員の立会いのもと損傷などがないか確認します。

　当該跡地使用後は、責任をもって造作物などの撤去を行います。

　積雪時には、除雪するなど事前準備を行います。

誓　　約　　書

　当該跡地内での盗難、事故などについては、主催者において一切の責めを負います。

　主催者、催し参加者に、会館周辺における路上駐車をさせないようにします。

　使用中は、協会職員が指示する位置に駐車係員を配置し、車の出入りの際の誘導を行い

ます。

　当該跡地が満車の場合は、周辺有料駐車場を案内するなど、協会職員と相談の上、駐車

場確保に努めます。

　主催者、催し参加者とも、会館西側駐車場・正面に車を入れないようにします。また、

ちらし などでその旨の周知徹底を行います。

　当該跡地は、主催者の催しを目的とする臨時駐車場としてのみ借り受けるもので、その

目的以外の車は入れないようにします。


